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○提出期限：令和６年６月１０日（月）１７時（必着）  

○提出方法：データをメールで提出  

○提出先（問合せ先）  

 文化庁参事官（生活文化連携担当）事業班 

メール：syokubunka@mext.go.jp 

ＴＥＬ:０３－５２５３－４１１１(内線４８５６) 

＜平日１０時００分～１８時００分（１２時～１３時除く）＞ 
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１．事業概要 

（１）趣旨・目的 
平成 25年に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録される

など、現在我が国の食文化の価値は世界的に高く認められてきていることから、日本の食
文化は振興をしていくことにより国内経済における好循環を期待できる状況にあります。 
そこで日本の伝統的な食文化を外国人目線で評価し映像化したコンテンツを制作し、我

が国の食文化の魅力を国内外に向けて発信することにより、アジアや欧米をはじめとする
外国の方々には日本各地で伝わる食文化が気候風土・歴史・習俗に深く根差して長い年月
をかけて形成された奥深いものであることが伝わり、日本の食文化に興味を持つと同時に
日本を訪れたいという欲求を誘発するとともに、国内でも我が国の食文化の素晴らしさを
改めて認識させることを目的とします。 

 

（２）事業実施期間、事業規模、採択予定件数 
① 事業実施期間 契約締結日～令和７年３月２１日（金） 
② 事 業 規 模 １件当たり 1,000万円以内 
③ 採択予定件数 １件（予定） 
※採択件数は審査委員会において決定する。 

 
※契約締結日以前に要した経費は対象となりません。実施期間については、経費の発生等
を考慮した上で必要となる期間を記載してください。なお、事業の一部を別の者に委託
する場合（以下「再委託」という。）は、再委託先にもその旨を周知してください。 

 

（３）募集する取組 

別に定める仕様書に基づき、上記１の趣旨に沿った取組を募集する。 

 
注：事業の実施及び広報・発信に当たっては、一体的かつ効果的な事業計画を提案する

こと。 
 

※採択された事業は文化庁の主催事業となりますので、実施に当たっては文化庁との打合
せなどを通じ、緊密に連携するとともに、適宜判断を仰いでください。 

 

（４）企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

① 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

② 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でな

いこと。 
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（５）企画提案を提出することのできる団体等要件 
応募できる団体等は食文化に関する相当の専門知識と経験を有し、上記（３）の事業内

容を円滑に実施することのできる次の①から④の要件を全て満たす法人又は団体等としま
す。 

 

① 定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること 
② 団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 
③ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 
④ 団体等の活動の本拠としての事務所を有すること 

 

（６）企画提案書に計上できる経費 
企画提案書に計上できる経費は、事業に直接要する経費のうち人件費、事業費（諸謝

金・旅費・借損料・消耗品費・会議費・通信運搬費・雑役務費・保険料・消費税相当額）、
一般管理費、再委託費とします。なお、計上できる経費は、申請団体から支出される経費
のみとし、共催者等が支出する経費は計上できません。 
（各費目の上限等については「３．経費の計上について」を参照のこと） 

 

※経費予定額は必ず見積書・料金表（本要領の定める単価に依らない賃金・謝金は団体規
定があることを前提とする）等に基づき、適切な金額を計上してください。採択の場
合、適切な経費計上が行われているかを確認後、契約を行いますので、採択連絡後速や
かに算出根拠書類等を提出できるよう御準備ください。 

※マイレージポイントの取得等による個人の特典は認められませんので、取得は控えてく
ださい。 

※詳しくは、文化庁ホームページ「文化庁委託業務の事務処理について」を参照してくだ
さい。（https://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html） 

 

（７）再委託について 
再委託を行う場合には、応募書類に次の①から⑤の記載が必要です。 
① 再委託の相手方の住所及び氏名 
② 再委託を行う業務の範囲 
③ 再委託の必要性 
④ 再委託金額 
⑤ 再委託費の内訳 

 

※外部の方を講師等として謝金を支払う場合は、再委託とはなりません。 
 

（８）企画提案書の提出期限、提出先 
① 提出期限 令和６年６月１０日（月） １７時必着 
② 提 出 先 メールアドレス：syokubunka@mext.go.jp 

https://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html
mailto:syokubunka@mext.go.jp
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文化庁参事官（生活文化連携担当）付事業班 
 

※提出書類は、「２．提出書類」を参照してください。 
※全てのデータを提出期限までに提出してください。 
※様式があるものは全て Excel、Word等の形式で提出してください。様式が任意のもの
は PDF等提出しやすい形式で提出してください。 

※複数のメールに分けて送信する場合はメールの件名に通し番号を付してください。 
※提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは認められません。 
※メール送信上の事故（未達等）については、当方は一切の責任を負いません。 

 

（９）誓約書の提出 
① 本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨
の別添の誓約書を提出してください。また、企画提案書の内容に再委託する計画がある
場合は、その再委託先の誓約書も必要です。 
② 前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することとなった
ときは、当該者の企画提案書を無効とします。 

 
（１０）選定方法及び選定結果の通知 

審査は、本委託業務を実施する事業者を選定するための審査委員会を設置して行いま
す。審査方法等については、「４．審査」を参照してください。選定終了後、採択・不採択
に関わらず、全ての提案者に速やかに選定結果を通知します。 

 
（１１）公募説明会の開催 

主に仕様書の内容について説明会を開催します。なお、応募に当たり、本説明会への参
加は任意となります。 
① 開催日時：令和６年 5月２3日（木）１０時３０分 
② 開催場所：東京都千代田区霞が関３-２-２ 
会計課会議室（文部科学省東館４階） 
③ 参加登録：説明会開催前日１２時までに、下記（１５）のメールアドレスに、電子メ
ールにて、件名を「食でつながる日本の文化認定事業 公募説明会参加登録」とし、氏
名、所属、役職、電話番号を連絡してください。またメール送信後、下記（１５）の電
話番号に参加登録した旨連絡してください。なお、登録時に入力する個人情報は、参加
登録の確認のみに使用し、他の用途には使用しません。また、参加申込人数が多い場合
は、参加団体あたりの人数を制限する場合があります。 

 

（１２）契約締結等 
① 契約条件、契約額 
採択決定後、採択団体と契約額及び契約の条件等について調整を行います。契約額に

ついては、委託実施要項等で経費として認めているもの以外の経費、事業の履行に必要



 

4 
 

ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しません。したがって、契約額は採
択団体が提示する参考見積価格とは必ずしも一致しないので、御承知おきください。ま
た、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り
消すこととなります。 
② 締結前の執行 
国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないため、たと

え本委託業務に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手する
ことができません。したがって、契約締結以前に採択者が要した経費は国が負担するこ
とはできませんので、その点十分に留意してください。なお、再委託を予定している場
合は、その再委託先にもあらかじめ伝えるようにしてください。 

 ③ 計画変更 
契約時又は実績報告時に、文化庁の承認を得ないで事業内容を変更した場合は、契約

金額の減額又は契約解除を行うことがあります。 
④ 契約金額の支払 
事業完了後に当該契約に基づいて精算を行い、契約金額を上限として支払うものとし

ます。 
なお、概算払の実施も予定していますが、通例相当な期間を要し、財政当局との協議

の結果認められない場合がありますので、御留意願います。 
 

（１３）スケジュール 
① 審 査 ・ 選 定：令和６年６月下旬頃 
② 採 択 決 定：令和６年７月上旬頃 
③ 事業計画書の提出：選定結果通知後速やかに 
④ 契 約 締 結：令和６年７月中旬頃（事業計画書提出、確認後） 

 

（１４）その他 
① 企画提案書等の作成費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とします。 
② 提出された企画提案書等については返却しません。 
③ 採択件数は現時点の予定であり、増減する場合があります。最終的な採択件数は審査
委員会において決定します。 
④ 公募期間中の質問・相談等について、当該者のみが有利となるような質問等に対して
は回答できません。質問等に係る重要な情報は、ホームページにて公開している本件の
公募情報に開示します。 
⑤ 事業実施に当たっては、契約書及び事業計画書等を遵守してください。また、女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項
について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況になった場合には、速や
かに届け出てください。 
⑥ 再委託先が子会社や関連企業の場合は、利益控除等透明性の確保をお願いします。ま
た、再委託費以外の全ての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当
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する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争
性を確保するなど、価格の妥当性を明らかにしてください。 
⑦ 再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めることはできません。 
⑧ 審査終了後直ちに契約に向けた手続を行いますので、速やかな契約締結のため、遅滞
なく以下の書類を提出してください。事業計画に再委託が予定されている場合は、再委
託先にも周知をお願いします。 

 
 〔契約締結に当たり必要となる書類〕 
  ・事業計画書（委託業務経費内訳又は参考見積書含む。） 
  ・委託業務経費（再委託に係るものを含む。）の積算根拠資料（人件費単価表、謝金単

価表、旅費支給規定、見積書、一般管理費率算定根拠資料など） 
  ・再委託に係る委託業務経費内訳 
  ・別紙（銀行口座情報）     等 
 

（１５）問合せ先 
本委託業務に関する問合せ先は以下のとおりです。 
〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 
文化庁参事官（生活文化連携担当）付事業班 
ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（代）（内線４８５６） 
メールアドレス：syokubunka@mext.go.jp  

mailto:syokubunka@mext.go.jp
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２．提出書類 

応募に当たっては以下の書類を提出してください。なお、各書類の作成に当たっては下記
留意事項及び各様式に記載しているコメント等を参考にしてください。 

 

（１）企画提案書（様式１） 
※全ての項目が１ページに収まるように記載・設定してください。 
※事務担当者等の枠が不足する場合は行を増やしてください。 

 

（２）応募団体の概要（様式２） 
※法人格を有する場合は、法人設立年月、主務官庁、法人番号を必ず記載してください。 
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共
同参画局長の認定等相当確認通知を有している場合は、「有り」を選択の上、必ず写し
（PDF）を添付してください。 

 

（３）事業計画書（様式３） 
※様式３－Ⅰ、３－Ⅱについてもれなく記載してください。 
※Ⅰ－５．事業の内容は具体的に記載してください。（行幅の調整可） 
※Ⅰ－１２．再委託を予定している場合は、再委託で「有り」を選んで必要事項を記載し
てください。再委託先が複数ある場合は、全ての再委託先について記載してください。
（行数を増やす） 
さらに再々委託を予定している場合は、全ての相手方について記載してください。 

※Ⅱ－１．経費は、「計上できる経費について」を確認の上、記載してください。また再委 
託を予定している場合は、再委託の経費の内訳も必要です。 

 

（４）任意団体に関する事項（様式４） 
※任意団体の場合は記載してください。 

 

（５）誓約書（様式５） 
※役員等名簿（役職名、氏名、生年月日、住所）を記載してください。 

 

（６）定款、寄付行為又はこれらに類する規約 
 

（７）直近の３か年度の財務諸表 
※様式２の財務状況を記載した期間と合わせてください。 

 

（８）見積書又は仕様書（様式任意） 
※１件当たり１００万円（税込）以上の雑役務費、再委託費がある場合は添付してくださ
い。 
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３．経費の計上について 

（１）本事業の事業費を積算する際は、経費費目ごとの留意事項等を踏まえて経費を計上す

ること。また、単価の記載がある費目については、原則として当該単価等を上限としま

す。 
 
① 人件費 

 

 
ア 本事業に関する業務に従事した時間のみが事業経費の対象となるため、雇用契約等
により、本事業に関する業務に従事することが確認できる必要がある。また、他の業
務を兼務する場合には、一日のうち本事業に関する業務に何時間従事するのかが明確
になっている必要がある。（日報、出勤簿等） 

イ 支出に当たっては、出勤簿、賃金支給明細及び領収書等の関係書類を作成し、保存
すること。 

ウ 特殊な技能を有する場合など、上記によらない単価については団体の内部規定によ
るなど算出根拠を明確にすること。 

エ 謝金として支出する場合は、諸謝金に計上すること。 
 

② 諸謝金（税込） 

 

 
ア 本事業の実施に当たり、活動の企画立案・実施、原稿執筆等への協力者等に支払う
謝礼であり、社会通念上妥当な単価とすること。（上記単価により難い場合について
は、団体の内部規定によるなど算出根拠となる書類を提出すること。審査評価の際、
必要に応じて理由書を添付させるなど妥当性について説明を求めることがある。） 

アルバイト、スタッフ賃金（１時間当たり） １，３００円 

（ⅰ）会議出席謝金（１人１回） １４，０００円 

（ⅱ）講演謝金（１時間） １１，５１０円 

（ⅲ）司会謝金（１時間） ４，０８０円 

（ⅳ）指導・実技・実習等謝金（１時間） ５，２００円 

（ⅴ）原稿執筆謝金（日本語 ４００字１枚） ２，０４０円 

         （外国語 ２００ワード１枚） ５，１００円 

（ⅵ）通訳謝金（英語 １時間） １１，６９０円 

       （英語以外の外国語 １時間） １１，８１０円 

（ⅶ）翻訳謝金（和文英訳 ２００ワード１枚） ６，２９０円 

       （英文和訳 ４００字１枚） ４，４００円 

       （その他和訳（英文以外→和文）４００字１枚） ４，９９０円 
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イ 著名人への謝金等、高額な支出を伴うものについては、当該者に協力等を求める必
要性についても確認を行う。 

ウ 受託団体に所属する職員等に対する支出は原則として認められない。ただし、委託
業務に係る業務が当該職員の本務外（給与支給の対象となる業務とは別）であること
が資料から明確に区分されていることが確認できる場合には支出できる。 

エ 謝金支給手続については、あらかじめ謝金支給対象者に説明するとともに、謝金受
領書を徴収するなど、適切な支出に努めること。 

オ 謝金の代替として菓子折、金券等の物品による贈与等は認められない。 
 

 
③ 旅費（いずれも、日当の計上は不可。） 

 

 
（ア）積算内訳は事業実施にかかる会議等への出席、事業関係者や外部講師の事業参加に

伴う経費を用務ごとに計上すること。 
（イ）支給基準は原則として委託業務者の旅費規程によること。ただし、鉄道賃の特別車

両料金、航空機の特別席料金等の支給については、「国家公務員等の旅費に関する法
律」及び文化庁の規程を準用すること（電車代はグリーン車不可。航空運賃はエコノ
ミークラスのみ）。 

（ウ）事業実施計画に照らし、用務先、単価、回数、人数が妥当か精査すること 
（エ）航空会社のマイレージポイント等、ポイントの類は取得しないこと。回数券、プリ

ペイドカードを購入する場合は、受払簿等で管理し、使用枚数のみ計上すること。 
（オ）航空機を使用する場合は、証憑書類として領収書及び搭乗券を整理保存すること。 

 

※地域区分 

 

ア 内国旅費  

（ⅰ）交通費 最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費とする。 

（ⅱ）航空賃 エコノミー料金 

（ⅲ）宿泊費 

（１泊） 

交通費や航空賃を支払う場合であって、宿泊することが必要な場

合（前泊しないと用務に間に合わない場合、用務後帰宅すること

ができない場合など）又は合宿研修等を行う場合であって、合宿

の内容上、帰宅することが合理的でない場合にのみ計上可。な

お、宿泊費は実費又は地域区分に応じた次の額のいずれか低い方

を上限とする。 

甲地方 １０，９００円 乙地方 ９，８００円 

甲地方 さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、 

名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市 

乙地方 上記以外の都市 
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④ 借損料 

ア 会議開催や活動実施等に伴う会場費や、機器等のリース料など、施設・物品等の借
用に伴う経費を計上すること。なお、自前の施設、機器、器具、設備等を使用する場
合は、委託費から支出できない。また、見積りを徴収するなどの方法により、用途に
あった適正な仕様かつ妥当な価格を積算すること。 

イ 会場費を計上する場合は、事業実施計画書の会議等の時間及び回数と整合性が取れ
るようにすること。必ず、見積書や使用申込書の控え又は使用施設の料金表を提出す
ること。また、その他経費についても、合見積書等の提出を求めることがある。 

ウ リース形式の形態でありながら、事実上、備品を購入等している状態となっていな
いか確認すること。 

 
⑤ 消耗品費 

ア 事業実施に係る各種事務用紙、事務用品、書籍類、その他の消耗品のみを計上し、
備品費は計上しないこと。 

イ 計上するものについては、支出を記録する帳簿に品名、単価、数量を具体的に記載
すること。なお、「事務用品等」「○○一式」といった抽象的な記載は認められな
い。 

ウ ポイント等、商品の購入に伴う優待サービスについては、サービス付与の対象外と
すること。 

 
⑥ 会議費 

ア 外部有識者の出席する会議開催等のみ計上する。受託者の内部職員のみの会議は計
上できない。 

イ 会議等で飲み物等（コーヒー、紅茶、日本茶等）を提供する場合、社会通念上常識
的な範囲で支出することとし、誤解を招く形態のものや酒類・茶菓等の提供は対象と
しない。また、食事・弁当の提供も対象としない。 

ウ 会議を開催した場合には、日時・場所・出席者・議題・実際の議事内容・飲食物を
供した者等を記した開催記録を作成すること。 

エ 会議等の出席者数及び回数と整合性が取れるようにすること。 
 

⑦ 通信運搬費 

ア 会議開催等に必要な開催通知の発送、パンフレット等の発送に係る経費など、郵便
による通信費、梱包発送や宅配便による運搬費を計上すること。通信運搬物の内容、
数量、単価、回数等が妥当か精査すること。 

イ 外国旅費  

注：提案書において計上いただけますが、採択後文化庁と必要性等について協議をさ
せていただく可能性があります。事業計画内に外国旅費を含めようとする場合は、あら
かじめ文化庁へ御相談ください。 
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イ 切手等を購入する場合は必要最小限の枚数とし、受払簿を整備して、使用日、種
類、枚数、使用目的及び送付先を明確にしておくこと。なお、予備の購入は認められ
ない。 

 

⑧ 雑役務費 

ア 雑役務費は、記事掲載費、試飲試食費、機材搬入費、告知費、取材依頼費、イベン
ト運営費、映像・Web制作費、印刷製本費など委託契約の目的を達成するために付随
して必要となる定型的な外注業務に係る経費とし、謝金等を支払う際の銀行振込手数
料も対象とする。 

イ 見積りを徴収するなどの方法により、用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積
算すること。（合見積書等の提出を求めることがある。） 

 

⑨ 保険料 

ア 当該事業のために新規で加入する保険のみを対象とする。 
なお、長期間に及ぶ継続的な雇用には支出できない。 

イ 保険の種類は、事業を実施する上で法律により義務づけられているものを対象と
し、旅行保険等個人が任意で加入すべき保険については計上不可とする。 

 

⑩ 消費税相当額 

ア 課税事業者の場合  
委託業務は、「役務の提供」（消費税法第２条第１項第１２号）に該当するため、

原則として事業経費全体が課税対象となる。したがって、事業経費のうち課税対象経
費については消費税を含めた額を計上し、不課税・非課税経費については、消費税相
当額を計上する。 

イ 免税事業者の場合 
消費税を納める義務を免除されているので、不課税・非課税経費について、消費税

相当額を別途計上できない。 
※ 簡易課税制度の適用を受けている場合においても、簡易課税の計算方式で算出した
額によるのではなく、一般課税事業者の場合と同様に取り扱う。  

ウ 課税事業者が免税事業者等から課税仕入を行う場合 
受託者が免税事業者等から課税仕入し、受託者負担となったインボイス影響額につ

いては、消費税相当額として計上する。 
また、個人への諸謝金について、相手方が免税事業者であり経過措置適用対象の請

求書が発行されなかった場合も、消費税相当額を計上する。 
なお、インボイス影響額は契約金額の範囲内で負担する。 

 

⑪ 一般管理費（＜総事業費－再委託費＞×○○％） 

委託業務を実施するために必要であるものの、当該委託業務分として算定が難しい経費
（例：光熱水料等）が発生する場合は、便宜的に委託業務の直接経費（人件費、事業費）
に一定の率（一般管理費率）を乗じて算定した額を一般管理費として計上できる。その場
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合の一般管理費率については、受託者の直近の決算により算定した一般管理費率、受託者
が受託規定に定める一般管理費率及び文部科学省が定める一般管理費率（10％）を比較
し、より低い率を採用すること。ただし、上記で採用した率より低い率を計上している場
合はその率を採用すること。 
 
⑫ 再委託費 

事業そのものの一部を第三者に行わせる場合に計上する (委託の目的を達成するために
付随して必要となる記事掲載費等、完成物（納品物）を明確にすることができる仕様書に
基づいて実施する請負業務等は、雑役務費に計上）。 
なお、再委託費の内訳についても、上記①～⑫の区分に準じて経費毎に計上し、経費の

費目・種別ごとに領収書等の証憑書類に基づき、事業に要した経費を精算する必要があ
る。  

 
（２）次の経費は、企画提案書に計上できない経費となっています。これらの経費は、再委

託した場合でも計上できません。 
 

〇事務所維持費 〇印紙代 〇備品購入費 〇電話代 〇交際費・接待費 〇予備費  
〇光熱水料 〇レセプション・パーティー、打ち上げに係る経費 
〇飲食に係る経費（会議に伴う飲料は可）〇賞金・副賞等 〇記念品  
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４．審査 

（１）審査、評価及び選定について 
本委託業務における事業者の審査、評価及び選定に当たっては、審査委員会に諮って審

査し、決定します。なお、審査は、実施体制、事業内容等について以下の審査の視点によ
り総合的に評価して行います。 
 
【審査の視点】 
１）事業の実施体制について 
① 事業実施に必要な人員・組織体制が整っているか。 
② 業務管理を適切に遂行できる体制を有しているか。 
③ 事業内容の適切な遂行に必要な技術力及びノウハウが具体的に示されているか。 
④ 財務状況等により経営基盤が確立しているか。 

 
２）事業内容について 
① 本委託業務の趣旨・目的を理解し、実現性・妥当性のある具体的な内容であるか。 
② スケジュールが具体的かつ実現可能なものであるか。 
③ 実施する事業の内容に創意工夫があり、高い成果を得られることが期待できるか。 
④ 事業を実施することで、今後の食文化の振興に展望や発展性が見込まれること。 
⑤ 提案にあたり、選択肢の吟味が行われていること（提案する実施手段・手法が他の
手段・手法に比べ優位である根拠が示されていること）。 
⑥ 提案内容に対して、コスト削減の努力など、経費の妥当性が示されていること。 

 
３）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の
認定等相当確認を有していること。 

 
【評価基準】 

上記の【審査の視点】のうち１）及び２）については、以下の評価基準により５段階
評価を行う。 

 
  ・大変優れている＝５点  ・優れている＝４点  ・普通＝３点 
  ・やや劣っている＝２点  ・劣っている＝１点 
 

上記の【審査の視点】のうち３）については、以下の認定等の中で該当する最も配点
の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受け
ている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。 

 
 

○えるぼし認定等（女性活躍推進法） 

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと） ＝１点 

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと） ＝１．５点 

・認定段階３ ＝２点 
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・プラチナえるぼし認定 ＝３点 

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の 

策定義務が無い事業主（常時雇用する労働者の数が１００人以下のも 

の）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合の 

み） 

 

 

 

＝０．５点 

  

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライ 

くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・くるみん認定①（平成２９年３月３１日までの基準） 

（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令 

第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次世 

代法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項の規定に

基づく認定） 

 

 

 

 

＝１点 

・トライくるみん認定 ＝１．５点 

・くるみん認定② 

（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準） 

（次世代法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１

８５号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代法施

行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認

定（ただし、①の認定を除く。）） 

 

 

 

 

 

 

＝１．５点 

・くるみん認定③（令和４年４月１日以降の基準） 

（令和３年改正省令による改正後の次世代法施行規則第４条第１項第１

号及び第２号の規定に基づく認定） 

 

 

＝１．５点 

・プラチナくるみん認定 ＝３点 

  

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定 ＝２点 

  

○上記に該当する認定を有しない ＝０点 

 

（２）審査委員の遵守事項 
１）秘密の保持 

審査委員は、審査で知り得た情報を口外してはならない。ただし、公表されている
内容はその限りではない。 

２）審査における利害関係者の排除 
提案された事業内容と利害関係がある審査委員は、事務局にその旨を申し出ること

とし、当該提案の審査に加わることができないこととします。 
３）利害関係の範囲 
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① 競争参加者の企画提案書の中に、何らかの形で審査委員自身が参画する内容の記載
があった場合 
② 審査委員が所属している団体等から申請があった場合 
③ 審査委員自身が、過去５年以内に競争参加者から寄附を受けている場合 
④ 審査委員自身が、過去５年以内に競争参加者と共同研究又は共同で事業を行い、か
つ、そのための資金を審査委員自身が受けている場合 
⑤ 審査委員自身と競争参加者との間に、過去５年以内に取引があり、かつ、競争参加
者からその対価を審査委員自身が受け取っている場合 
⑥ 審査委員自身が、競争参加者の発行した株式又は新株予約券を保有している場合 
⑦ その他、競争参加者（競争参加者が法人の場合はその役員、その他企画提案書の中
の研究代表者又は共同参画者等を含む）との間に深い利害関係があり、当該競争参加
者の審査を行った場合に社会通念上の疑義を抱かれるおそれがある場合 
※①～⑥に該当する場合、当該審査委員はその関係性を有する競争参加者の審査を行
ってはならない。また、⑦に該当する場合は、審査委員会に当該審査委員の審査の
可否についての決定を求めなければならない。ただし、当該審査委員自ら当該競争
参加者の審査を辞退した場合はその限りではない。審査委員会は、当該要請を受け
た場合はただちに審査委員の中から委員長を選任し、当該審査委員の審査の可否に
ついて決定しなければならない。また、審査委員会は、当該要請を拒否することも
できる。この場合は当該審査委員はその関係性を有する競争参加者の審査を行って
はならない。 

４）不公正な働きかけ 
審査委員は、当該審査について不公正な働きかけがあった場合は、速やかに文化庁

参事官（生活文化連携担当）に報告しなければならない。 
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５．契約の流れについて 

本事業の契約や支払手続などについては、文化庁と採択団体との間で直接行います。 
なお、事業の実施方法については予定であり、変更する場合もあります。 
 
時期（予定） 文化庁 事業実施者 

 

令和６年５月中旬 

 

 

 

 

 

審査終了後速やかに 

 

 

 

 

 

 

契約期間は令和７年３月

２１日まで 

 

 

 

事業完了から３０日以内

又は契約期間満了日の 

いずれか早い日まで 

 

 

（１）事業の募集 

 

 

 

（３）審査の実施 

 

（４）採否の決定・通知 

 

 

 

 

 

 

（６）委託契約締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）額の確定・支払 

 

 

 

 

（２）企画提案書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）契約関係書類提出 

 

 

 

（７）事業の実施 

 

 

（８）委託業務完了報告書 

及び事業成果報告書の 

提出 

 

 

 
 

  

事業内容に係る協議 
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６．その他 

（１）実施成果の報告等について 
事業終了後、事業成果報告書その他参考となる資料等を提出してください。採択され

た事業の実施による成果については、事業成果報告書において具体的な数値等により示
してください。文化庁では、それらの提出書類により事後評価を実施します。 
また、提出された報告書等については、文化庁ホームページ等において公表すること

がありますので、あらかじめ御了承ください。 
 

（２）シンボルマークの表示について 
採択を受けた事業の実施に際して作成するポスター、チラシ、プログラム等に文化庁

のシンボルマーク及び「食でつながる日本の文化認定事業」である旨の記載をしてくだ
さい。 

 

【チラシ等への表記の例】 
 

      文化庁委託業務「令和６年度食でつながる日本の文化認定事業」 
      主催：文化庁、〇〇団体等（団体名） 
 
 



1 
 

 

令和６年度 食でつながる日本の文化認定事業 

仕様書 

 

 

１．委託業務内容  

日本の伝統的な食文化の魅力発信のための先進的映像コンテンツ企画制作

配信事業の実施 

 

※事業の実施及び広報・発信に当たっては、一体的かつ効果的な事業計画

を提案すること。 

 

２．実施内容 

我が国における地域の伝統食やそれを支える文化財など、食にまつわる伝統

文化の魅力発信のため、国内外において幅広い層が日本の伝統的な食文化に興

味と理解を深め、継承活動の動機づけとなるような映像コンテンツを企画・制

作・配信すること。 

 

＜実施に当たって盛り込むべき事項＞ 

日本の伝統的な食文化に関する施策の総合的な推進に資するべく、映像コン

テンツを以下の①～⑥を満たすよう制作すること。 

① ターゲット層 

アジアや欧米等世界各国において、知的好奇心が高めの富裕層をメイン

ターゲットとすること。なかでも以下に当てはまる層へ照準を合わせるこ

とが望ましい。 

・来日経験があって日本の文化に興味関心があり、再来日してこれまで

と違うプラスな体験をしたいと考えている方々 

・来日したことはないが、日本食や日本の文化に興味関心を持っている

ポテンシャルの高い方々 

② 映像構成 

・１時間枠での放送を想定し、約 45～50分の映像 ×１本 

・Web や SNS 掲載用に本編から切り出した約 1～5 分のショートバージ 

ョン ×5本 

・言語は英語 

（英語圏以外でのメディア展開に当たっては、字幕等により対応） 

③ 映像内容 

・日本及び海外の食に精通し、視聴者に訴求力のある外国人ナビゲータ

ーが日本各地を訪問し、郷土食の継承者や食材の生産者等と触れ合い
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ながら、日本の食文化の魅力を再発見し、視聴者に伝えるドキュメン

タリー的な内容とすること。 

④ 取材地域 

・外国人ナビゲーターが実際に訪問する地域は、１カ所以上とすること。 

・日本の多様な食文化を伝えるため、特徴的な地域を複数追加取材し、

映像に盛り込むことが望ましい。取材地域の選定に当たっては、東日

本・西日本の地域バランスを考慮すること。 

・北陸地方の震災復興を支援するため、上記の追加取材地域のうち１カ

所は、能登半島とすることを検討すること。 

⑤ 映像で取り上げる食文化、伝統文化等 

・文化財登録された食文化（伝統的酒造り、京料理、菓銘を持つ生菓子、

能登のいしる・いしり製造技術等） 

・食と健康の観点から海外でも注目されている発酵食品、発酵調味料、

植物性たんぱく質など 

・食にまつわる日本の伝統文化の豊かさを伝えるため、祭り・年中行事

にまつわる食文化、日本の食文化と器の関係性など 

・その他、外国人目線で評価した際に訴求力のある日本の食文化 

⑥ メディア放送・配信 

下記のメディア展開を実施するに当たっては、アジア、欧米等の地域特

性を踏まえて戦略的に実施することとし、その実施計画を提案すること。 

・世界 10 か国以上でのテレビ放送、初放送から６か月以内※に再放送

を 10回以上実施できるようにすること。 

※業務期間を超えることも可 

・日本においても、テレビ放送（無料もしくは有料チャンネル）を実施

すること。 

・ソーシャルメディア等を活用したコンテンツ配信についても検討する

こと。 

   

３．事業の実施 

（１）事業の実施 

 具体的な実施内容については、文化庁と協議の上、決定する。 

事業の実施や経費の支出に当たっては、文化庁担当者と十分に協議する

こと。また、事業等の進捗について定期的に文化庁担当者に報告の上、十

分に協議すること。 

（２）事業の評価 

事業を実施するに当たっては、事業実施による効果が把握できるよう、

適切な効果指標を設定すること。また、事業の評価を適切に実施し、成果

報告書で取りまとめること。なお、評価の内容について、文化庁担当者か
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ら聞き取りを行う場合がある。 

（３）事業実施による成果物 

① 事業実施による成果物（パンフレット、資料集、デジタルコンテンツ

等）については、５部を文化庁に提出するものとする。 

② 本事業で作成したコンテンツ（Webサイト、冊子、デジタルコンテン

ツ等）の著作権は文化庁に帰属し、成果物として納品するものとする。 

（４）委託費の支出 

① 経費計上は契約期間内に発生したものに限る。 

② 委託費の支出は、文部科学省官署支出官から委託先の代表者に支出す

る。 

③ 事業を実施するに当たり、契約締結及び支払いを行う場合には、国の

契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、経費の効率的執行に努める

こと。 

④ 委託費の経理については、特定の個人が一括して担当することのない

よう、必要に応じて規約、経費の支出規定等を定め、経費の支出に当た

っては複数の者が審査した上で支出するなど適切な執行に努めること。 

⑤ 再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保するこ

と。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や

関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を

行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥

当性を明らかにすること。 

⑥ 本事業の事業費を積算する際は、公募要領に定める留意事項等を踏ま

えて経費を計上すること。 

 

４．その他 

（１）本事業の実施に当たり入手した個人情報については、善良な管理者の注

意をもって取り扱うこと。 

（２）報告書等の検収は文化庁が行い、報告書の提出後に受託者の責任による

誤り等が判明した場合には、文化庁の指定する日時までに修正するものと

する。 

（３）提出した報告書の記述に関し、即時説明できる体制を整えること。 

（４）文化庁から委託代金の支払に当たっては、証憑書類の提出を求めること

から厳格な経理処理を行える体制を構築すること。 

（５）仕様書に定めのない事項がある場合、または疑義が生じた場合には、文

化庁担当者と協議し、その指示に従うこと。 


